
 
大規模事業評価の答申への対応方針について 

 

平成 30 年６月 27 日に岩手県政策評価委員会に諮問し、平成 30 年８月 28 日に答申を受

けた大規模事業の事前評価及び再評価について、次のとおり対応方針を決定しましたので

お知らせします。 

 

１ 対応方針 

(1) 事前評価 

  【（仮称）工業用水道浄水場建設事業（北上工業団地）（企業局所管）】 

    答申において、評価は妥当と認められたことから、事業を実施する。 

 

(2) 再評価 

【流域下水道事業 北上川上流流域下水道花北処理区（県土整備部所管）】 

    答申において、評価は妥当と認められたことから、事業を継続する。 

 

 

２ 【参考】大規模事業評価専門委員会における審議経過 

・H30.７.18  第１回専門委員会（諮問審議） 

・H30.８.７  第２回専門委員会（継続審議、現地調査） 

・H30.８.22   第３回専門委員会（継続審議、答申案の検討） 

 

 





様式７

企業局

1 施設
（仮称）工業用水道浄水場
 建設事業（北上工業団地）
（北上市）

2018
(H30)

2025

○浄水場敷地面積
　31,235㎡

○給水量
　60,000㎥/日

○給水対象区域
　北上工業団地

○主要工作物
　取水口1式、沈殿池
1式、汚泥処理施設1
式（排泥池等）、配
水池1式、管理棟1
式、配水管1式

14,732 事業実施

○県では、県内人口の減少の要因
となっている若年層の県外転出等
に歯止めをかけるため、やりがい
と生活を支える所得が得られる仕
事を創出しようと、企業誘致を積
極的に進めてきた。今回、北上工
業団地に国際競争力を有する半導
体製造企業が進出し、関連産業企
業の進出も期待されるところであ
る。

○このような地域経済の活性化の
動きを支える産業基盤として工業
用水は欠かせないものであり、用
水需要に応じて、着実に整備して
いく必要がある。

○本事業は、費用便益分析におい
てB/C=2.34となっている。また、
45年間の累積損益として約2,174百
万円の黒字を見込んでおり、事業
採算性も確保できるものである。

○以上により、本計画のとおりの
「事業実施」が妥当であると判断
したものである。

「事業実施」とした岩手県
企業局の評価は妥当と認め
られる。

総  合  評  価

対応方針
案

理　由
総事業費
(百万円)

答　申　結　果

大規模事業　事前評価答申結果一覧表

番
号

区分 事　業　名 (市町村名)

事 業 計 画

着手
年度

主な事業内容
完成
年度



企業局 

大規模施設整備事業の事前評価の答申への対応方針（案）（平成 30 年６月 27 日付けで諮問したもの） 

内    容 対応方針案 

 

平成 30年６月 27日付け企業業第 99号で諮問のあった大規模施設整

備事業の事前評価について、次のとおり答申します。 

記 
事業名 

 （仮称）工業用水道浄水場建設事業（北上工業団地） 

 

審議結果 

 「事業実施」とした岩手県企業局の評価は妥当と認められる。 

 

答申において評価内容が妥当と認められたことから、事業を実施する。 

  
  
 

別 紙 



様式８

総合評価

進捗
状況

計画
変更

社会
経済

評価
指標

自然
環境

（対応方針案）

県土整備部

1 下水環境課 流域下水道事業
北上川上流流域下水道
花北処理区

1979
(S54)

2030 55,700 BB b b AA a a a 事業継続 ③
「事業継続」
とした県の評
価は妥当

※再評価の要件：　

① 事業に着手した年度から起算して５年度内に未着工の事業

② 事業に着手した年度から起算して６年度又は１０年度内に完了が見込まれない事業

③ 再評価を行った年度の翌年度から起算して５年度又は１０年度内に完了する見込みがない事業

④ 事業の準備又は実施計画に係る調査に要する費用が予算に計上された年度から起算して５年度内に事業に着手する見込みがない事業（地域高規格道路及びダム事業に限る）

⑤ 社会経済情勢の急激な変化、事業計画の重要な変更等により、再評価を実施する必要があると判断した事業（随時再評価）

⑥ 国の補助に係る事業の評価に関して国から別に指針等が示された場合で、当該指針等に従って評価を実施する必要があると判断した事業（随時再評価）

答申結果
再評価
の要件

番
号

課　名 事　業　名
路 線 名 等
 箇 所 名

事業進捗状況 社会経済情勢

事 業 計 画

着手
年度

完了
年度

総事業費
（百万円）

再　評　価　結　果

大規模公共事業　再評価答申結果一覧表



下水環境課 

大規模公共事業の再評価の答申への対応方針（案）（平成 30 年６月 27 日付けで諮問したもの） 

内    容 対応方針案 

 

平成 30 年６月 27 日付け政推第 102 号で諮問のあった大規模公共事

業の再評価について、次のとおり答申します。 

記 
 事業名 

 流域下水道事業 北上川上流流域下水道花北処理区 

 

審議結果 

 「事業継続」とした県の評価は妥当と認められる。 

 

 

 
答申において評価内容が妥当と認められたことから、事業を継続する。 

  
  
 

別 紙 
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